
■ 現行

■ お手続き

・新たに対象となるお子さん（平成１７年４月２日～平成２０年４月１日生まれ）がいる世帯へ
 ５月中旬にご案内の通知と申請書を送付しますので、必ずお手続きください。
・すでに医療費助成の資格認定を受けている方はお手続き不要です。

対象　／　年齢 子ども医療 ひとり親家庭等医療 重度心身障がい者医療

０歳～１５歳まで 自己負担なし 自己負担なし 自己負担なし

上記以降
～１８歳まで

助成対象外
初診時一部負担
又は一割負担

初診時一部負担
又は一割負担

１８歳まで医療費が

■ 令和５年８月から・・・
１８歳まで（※）のお子さんに係る健康保険適用分の医療費を

全 額 助 成 します！
 ※ １８歳に到達する年度の末日（３月３１日）までが対象期間です。
 

●助成を受けるにあたり所得制限はありませんが、原則次の事項を満たしている
 お子さんが対象となります。
 ①美唄市に居住していること   ②保護者の健康保険に扶養されていること
 ③生活保護を受給していないこと ④婚姻していないこと(事実婚も含みます)

対象者へ

申請書を送付

高校生

全額助成開始
受給者証発送

(中旬以降)

事前申請受付締切

(末締切)

■ ご案内
 医療機関に受給者証を提示することにより助成を受けていただくことができますが、学校の管理下での負
傷や疾病で日本スポーツ振興センターの災害給付制度の対象となる場合、交通事故等の第三者行為による負
傷や疾病の場合は助成対象外となります。


